
　　提出件数：４人１５件
２　意見の概要及び市の考え方

1

生活道路において，信号のない横断
歩道（特に学童・高齢者が多い横断
歩道）に減速帯(段差舗装，スピード
ハンプ)を設置し，一旦停止を遵守す
る施策にすることをお願いしたい。

Ａ

生活道路において，歩行者と自動車が共存
する安全で安心な道路空間を創出するた
め，減速帯の設置等の検討も含め，芦屋警
察署と道路管理者が連携して，自動車や自
転車等の一時停止遵守を図ってまいりま
す。
交通安全計画（原案）においても5ページ
の(3)生活道路における安全確保の中に
「一旦停止の遵守」という言葉を加えま
す。

5

2

愛媛県は「自転車の安全な利用の促
進に関する条例」において条件を満
たしている場合に歩道を通行する自
転車に左歩道を通行するように促す
指導を行っている。「自転車が車道
を通行の場合は車両として左車道通
行と規制されるが，歩道を通行の場
合は左右の規制なし」というのは論
理性を欠いており，自転車の対面交
通もあり得るということになるので
危険だ。芦屋市でも街頭での交通安
全指導のメニューの一部として「自
転車の左歩道通行が眼目のキャン
ペーン」を実施するべきだ。
街頭での安全指導は繰り返し実施す
ることが肝要である。

C

第3節1項(2)「自転車の安全確保」の項目
において，自転車利用者には，ルールやマ
ナーに違反する行動が多いため，自転車利
用者への交通安全意識の啓発を行う。とし
ています。
国が作成した「交通の方法に関する教則」
では，歩道で他の自転車と行き違う時の安
全な通行方法として，「速度を落としなが
ら安全な間隔を保ち，歩行者に十分注意し
て，対向する自転車を右に見ながらよける
ようにしましょう。」と指導しており，本
市でも同様の指導を行っております。自転
車は，本来車道を走行することが原則であ
るため，愛媛県の条例でも道路交通法を遵
守したうえでの励行事項としています。歩
道における自転車の左端通行を促すこと
は，歩道を走行するよう誘導することにも
つながる可能性もあります。今後も，現在
の指導を継続しながら，状況に応じて，他
市の事例を参考にする等，指導・啓発の内
容の見直しを行ってまいります。

5,7

3

芦屋市のホームペ－ジでは「通行可
の歩道でも歩行者がいる場合は降り
て通行が原則です」と指導してお
り，業平橋東北詰北約８メートルで
指導しているが，より多くの自転車
と歩行者が行き交う大原町・ラポル
テ北館西交差点・西北角のラポルテ
歩道橋階段東辺と南辺の歩道部分で
指導をするべきだ。
「自転車は降りて通行」の路面表示
が劣化した路面表示のやり直しをす
るべきだ。

C

第3節1項(2)「自転車の安全確保」の項目
において，自転車利用者には，ルールやマ
ナーに違反する行動が多いため，自転車利
用者への交通安全意識の啓発を行う。とし
ており，「自転車は降りて通行」の指導は
この啓発の中に含まれると考えています。
現在，自転車のマナー指導は，交通量が多
い場所や，要望のあった箇所を中心に行っ
ています。今後も市民の方の意見を参考に
し，地域の交通状況に応じた指導を行いま
す。
また劣化している路面標示や看板について
は，現地を確認のうえ対応します。

5,7,9

4

交通安全指導の際に，自転車交通で
指導した項目毎の件数を芦屋市ホー
ムページと「交通安全だより」に掲
載し，市営駐輪場に張り出してほし
い。

C

第3節1項(2)「自転車の安全確保」の項目
において，自転車利用者には，ルールやマ
ナーに違反する行動が多いため，自転車利
用者への交通安全意識の啓発を行う。とし
ており，指導内容の周知は，この啓発の中
に含まれると考えています。街頭での交通
安全指導について，自転車マナー啓発以外
も実施しており，指導内容については，多
くの市民の方に活用してもらえるよう交通
安全だより等で周知していきます。

5,7
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第１０次芦屋市交通安全計画（原案）に対するパブリックコメントとその対応

１　募集期間：平成２８年１０月１日（土）～平成２８年１０月３１日（月）

　　取扱区分：Ａ（意見を反映）１件，Ｂ（実施にあたり考慮）０件，Ｃ（原案に考慮済み）５件，Ｄ（説明・回答）９件



5

路面白線と立て看板が劣化した箇所
があり，酷い箇所は街の美観を損ね
ている。
芦屋警察と芦屋市でチェックを強化
して塗装やり直しをしっかりと行
なってほしい。

C

第3節2項(3)イ「交通安全施設等整備事業
の推進」の中に，道路の整備状況等の交通
実態や地域住民のニーズ等をきめ細かく把
握し，必要に応じ適切な整備を推進する。
としています。
老朽化した道路看板については，日々のパ
トロールで発見次第，更新，修理及び撤去
をしています。区画線につきましても，規
制に関するものは警察，その他は道路課の
所管となりますが，日々のパトロールで発
見次第，連絡を取り合って対応しておりま
す。
看板，区画線について，万が一対応ができ
ていない場所がありましたら，通報いただ
きましたら対応させていただきます。

9

6

国道43号打出交差点の自転車横断帯
撤去の様な交通ルールの変更が今後
ある場合は，理由を明示するなど，
啓発を行なう必要がある。これは警
察に任せるのではなく芦屋市が自ら
速やかに行なうべきだ。 C

第3節2項(3)オ「効果的な交通規制の推
進」の中に，幹線道路について，交通の安
全と円滑化を図るため，道路の構造，交通
安全施設の整備状況，交通の状況などを勘
案し，交通規制を行う。としており，自転
車横断帯の撤去等による交通ルールの変更
があった場合には，広報等で周知を行うと
ともに，該当箇所における啓発を行ってま
いります。

10

7

きわめて一般論の範囲をでない「計
画案」だ。具体性があってこその
「計画」だ。

D

本計画は，交通安全対策全般に関し講ずべ
き施策の大綱を定めたものです。ご指摘の
具体策につきましては，定期的な交通事故
分析に基づき，その時々の実態に則した対
策を検討し，実施してまいります。

全般

8

市役所駐輪場出入り口周辺での通
勤・通学ラッシュの際の自転車と歩
行者の錯綜は危険であり，思い切っ
たルートの区分けをするべき。せめ
て一定の時間帯に交通安全指導員を
配置するくらいのことはするべき。
ＪＲ駅前線は，山手幹線も利用し
て，公共交通機関（バス，タク
シー）と商店の荷下ろし用業務車両
に限定するくらい，思い切った措置
を求める。

D

ご意見をいただいた危険箇所については，
現在も警察や交通安全協会等と協力して自
転車マナー啓発を行っております。今後は
基本計画の内容も踏まえ，地域の交通状況
に応じた指導を行うとともに，効果的な交
通規制を推進します。 3,10

9

県警は，自動車が左折する際に自転
車と交錯し危険であるとして，自転
車横断帯を撤去しているが，「自転
車は軽車両であり車道を通行の原則
に立ち返る」という説明がないので
筋が通らない。県警の説明する危険
は，左折しようとする自動車に起因
するものだ。
国道43号打出交差点の自転車横断帯
の撤去については，車が有責とされ
る事故は減るだろうが，歩道で自転
車が人と混在した通行となるため事
故の減少はせず，自転車の安全性と
利便性は補填されない。
また，巨大横断帯にかかる事案につ
いて，有識者・専門家に諮問や相談
がされたのかどうか。制度がないな
らば制度の欠陥がある。
関係機関と協議し合意したとのこと
だが，議会で議論されるべきであ
り，ラッシュ時の現場確認，専門家
への相談も含め慎重に検討したのか
不明だ。

D

自転車横断帯の撤去については，良好な自
転車交通秩序の実現のための総合対策の推
進に関する警察庁交通局長通達（平成23年
10月25日）により，兵庫県警が進めていま
す。これは，自転車が車道を左端通行する
際，横断帯があることにより，直進するこ
とができず，左折するように自転車横断帯
に入ることとなり，自転車が自動車側の視
界から消え，危険が増すことによるもので
す。また，この通達の中には，「自転車は
軽車両であり，車道を通行すること」が原
則であると述べられています。
横断歩道で自転車と歩行者の混在する場合
には，自転車は押して渡らなければならな
いことの周知をするなど，自転車マナーの
啓発に努めてまいります。
自転車横断帯撤去工事に関しては，自治会
を含め関係機関と調整を行い進めてまいり
ました。今後とも必要な協議を行いながら
工事を行ってまいります。

－－
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10

山手幹線4車線化の是非について道路
構造から安全性を考察すると，4車線
化した場合は右折たまりがなくな
り，右折車両と内側車線を直進する
車両か同じ車線を走行ことになり双
方の安全性が低下し，外側停止線が
縮小されるため，2車線で収束するの
が優れた選択だ。

D

現在の交通量から，ただちに4車線化に移
行することはありませんが，山手幹線は，
4車線道路として整備しており，右折可能
な交差点においては，右折レーンと直進も
しくは左折のレーンを別途に設けることに
なります。
また，停止車については，4車線道路とし
て供用開始時に警察と協議のうえ，適宜規
制を検討いたします。

－

11

国道43号横断歩道の青信号を長くし
て43号東西の青信号を短くすること
を国交省と折衝されることを提言す
る。

D

いただいた意見について，各関係機関に伝
えます。

－

12

山手幹線沿道の西宮市，神戸市東灘
区には交番があるが芦屋市にはな
い。
更なる安全・安心施策として山手幹
線歩道で既存の防災倉庫周辺に交番
の設置をお願いしたい。

D

いただいた意見について，芦屋警察に伝え
ます。

－

13

犯罪と交通違反の抑止のために無人
化の「警官の人形（ダミー）」と無
線感知による「速度違反警告パネラ
イト」の設置を警察と協議してほし
い。

D

警察の人形，速度違反警告パネライトの設
置については，現在，設置予定はないと
伺っております。

－

14

奥池地区において，次の辻まで見通
せない道路は駐車禁止にしてくださ
い。

D

いただいた意見について，各関係機関に伝
えます。 －

15

山手幹線を横断する西側陸橋をラポ
ルテ開業前の朝の通勤時間帯に使用
できるようにしてほしい。

D

当該陸橋は，ラポルテの管理になってお
り，通勤時間帯の使用は，防犯上の問題等
があるため，対応が難しいと伺っておりま
す。
また，東側の陸橋は通勤時間帯でも利用で
きますので，こちらの利用をお願します。

－－

－

－

－

－

－


